
乗下船費用に係る見直しについて Ｈ１６．６ 資料Ｅ

水先区 現 状 改善の方向

○一部でタグボートに便乗するが、タグ ○タグボート会社に対し、便乗費用とし

会社に便乗費用を支払っていない。 て、年間１億円を支払う。

○水先艇を綱取りボートとしても使用し ○水先艇、綱取りボートについては区分
ているが、区分経理されていない。 経理をする。

東京湾
○実施時期 Ｈ１７．４．１

結果的に船艇費は年間約１．２２億
円節減されるため、これに相当する
水先料金を引き下げることとする。

○乗下船費 ８５，０００円(S59.1～) ○乗下船費 ７５，０００円
(運航経費の節減、合理化等を図る。)

横須賀 ○実施時期 Ｈ１７．１．１

船社負担の乗下船費用は、年間約
１．４億円削減の見込み。

○乗下船費 ○ 乗下船費 各３％(2,000円)程度低減
伊良湖水道 ６５，２００円(H4.4～) (水先人の乗合、経済運航による修繕
鎧埼沖 ７５，４００円(H4.4～) 費・燃費の低減化等を図る。)

伊良湖
三河湾 ○ 実施時期 Ｈ１６．７．１

船社負担の乗下船費用は、年間約
０．２３億円削減の見込み。

○乗下船費 ５８，４００円(S60.1～) ○乗下船費 ５％(3,000円)程度低減
(事務所経費の合理化、事務代行費の
圧縮、人件費の削減等を図る。)

大阪湾 ○実施時期 Ｈ１７．１．１

船社負担の乗下船費用は、年間約
０．４億円削減の見込み。

○乗下船費 ○乗下船費
和田岬 １０，０００円 (4 ﾏｲﾙ超のみ) 引き続き、事務経費の合理化、運航経費

(S63.10～) の節減等を図り、乗下船実費の縮減に努
佐賀関 ２２，０００～３２，０００円 める。

内 海 (H9.12～)

＊水先人会は約３．３３億円を通船会社
に支払っているが、船社からは約２．
１６億円のみを請求し、残り約１．１
７億円は水先人会が負担している。


